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１ 経緯 

  横浜市たかたコミュニティハウスの指定管理者の選定にあたり、横浜市港北区地区センター指

定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）は、応募団体から提出された応募書類の審

査や面接審査を行いました。 

  この度、選定委員会による審査が終了し、指定候補者を選定しましたので、ここに結果を報告

します。 

 

２ 横浜市港北区地区センター指定管理者選定委員会 

委員長 長田 進  （慶應義塾大学教授） 

委 員 加藤 修  （港北区社会福祉協議会前会長） 

委 員 川原 裕美子（港北区主任児童委員連絡会代表) 

委 員 小堀 若菜 （税理士） 

  委 員 𠮷𠮷田 哲也 （港北区青少年指導員協議会会長） 

 

３ 指定期間（予定） 

  令和７年４月１日から令和 12年３月 31日まで（５年間） 

 

４ 選定の経過 

経過項目 日 程 

第１回選定委員会(公募要項及び選定基準の確定) 令和６年１月 18日（木） 

公募要項の公開 令和６年２月 15日（金）～３月 28日（木） 

応募団体説明会（参加４団体） 令和６年２月 22日（木） 

公募要項等に関する質問受付 令和６年２月 22日（木）～２月 29日（木） 

応募書類の受付 令和６年３月 27日（水）～28日（木） 

第２回選定委員会（面接審査） 令和６年５月 14日（火） 

 

５ 選定にあたっての考え方 

  選定委員会では、指定管理者公募要項において予め定めた「指定管理者選定の評価基準項目」

に従って、応募者から提出された応募書類を審査し、指定候補者を選定しました。 

  選定にあたっては、応募書類の内容審査及び面接審査（プレゼンテーション及び質疑）を行い

ました。 

  評価は、各委員が 160点満点（加点項目５点を含む）で採点した上で、その合計点を選定委員

会の点数とし、指定候補者を選定しました。 

  なお、最低基準点は、加点項目を除く各委員の合計点の６割とし、基準に満たない場合は、指

定候補者として選定しないこととしました。 

 

 ＜評価基準項目＞ 

１ 基本条件の理解度 

 

 

（10点） 

1-1 
・「施設の設置目的」や「区役所の施策上の施設の位置付け」及び施設内容、機能等を

適切に理解し、これを踏まえた管理運営の提案がなされているか。（5 点） 

1-2 
・「地域特性」を適切に理解し、地域ニーズを踏まえて、地域コミュニティの

醸成や地域の連携に繋がる管理運営の提案がなされているか。（5 点） 

２ 公平性 （10

点） 
2-1 ・全ての利用者に対して公平な利用機会の提供が可能となっているか。(10点) 

３ 安定性・安全性 3-1 ・安定的な管理運営を継続できる職員体制が取られているか。（5 点） 
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（35点） 

3-2 
・個人情報保護その他の法令遵守体制について明確に示され、職員の業務習

熟、資質向上のための研修が十分に行われる計画となっているか。（5点） 

3-3 
・横浜市（区）防災計画等を踏まえ、公の施設としての役割を果たす計画となっている

か。 

・地域と連携した日常的な防災への取組がなされているか。（5 点） 

3-4 
・設備の故障、事故、犯罪等を未然に防ぐ管理運営体制が取られ、緊急時の対

応や危機管理の対応が具体的に計画されているか。（5 点） 

3-5 
・安全かつ安定した施設及び設備の維持管理計画、長寿命化に貢献する修繕計画とな

っているか。（5 点） 

3-6 

・利用者が安全に施設を利用することができるよう、感染症等拡大防止対策
や災害時対応等の具体的な取組が提案されているか。（感染防止対策、施
設利用時のルール、施設予約時の工夫、災害発生時の施設利用者への対応
等）（5点） 

3-7 

・（感染症拡大時等、）様々な状況においても適切な対策を実施したうえで、
利用者が積極的に利用・参加できるような工夫が凝らされた事業計画とな
っているか。（自主事業計画含む。）（5 点） 

４ 運営の実施効果 

 

 

（20点） 

4-1 
・地域コミュニティの醸成や地域の連携を促進させる具体的な取組などが提案され、

コミュニティハウスの基本理念を効果的に達成する運営計画となっているか。（10
点） 

4-2 ・利用者数、施設稼働率の向上に対し、有効な対策が示されているか。（5 点） 

4-3 
・「地域コーディネート機能」の取組について、適切で具体的に提案されてい

るか。（5点） 

５ 利用者ニーズの把

握、利用者サービ

ス向上の取組   

（20点） 

5-1 
・利用者ニーズを捉えるための有効な手法が示され、施設運営に反映させる仕

組みが具体的に提案されているか。（10点） 

5-2 
・利用者サービスを向上する取組について、具体的かつ現実的な提案がなされ

ているか。（10 点） 

６ 効果的な自主事業

展開 

 

           

（20点） 

6-1 
・コミュニティハウス自主事業の趣旨に沿った計画となっており、地域住民の自主的

活動や相互交流の促進が具体的に見込める提案内容となっているか。（5 点） 

6-2 ・内容が多岐に渡り、幅広い層の住民が参加できる計画となっているか。（5 点） 

6-3 ・質の高い事業を行う工夫が行われているか。（5点） 

6-4 
・地域住民が参加しやすい参加費設定を基本としているか、多彩で魅力的な事

業の実施にあたっては妥当な参加費の設定となっているか。（5点） 

７ 効率性 

 

 

（25点） 

7-1 ・施設及び設備の維持管理計画に効率化の工夫が見られるか。（5 点） 

7-2 ・収支計画は適切か。（10点） 

7-3 
・自主事業収入、雑入の増収や運営の効率化等により、指定管理料の削減に繋

がっているか。（10点） 

８ 積極性、意欲 

（10点） 

8-1 ・本業務に取り組む姿勢や提案内容に強い意欲、積極性が見られるか。（5 点） 

8-2 ・横浜市の重要施策の実現に向けて、積極的に取り組んでいるか。（5点） 

９ 団体の資質・実績 

 
9-1 

・団体の経営状況、社内体制、業務実績が本業務遂行上問題の無いものである

か。（5点） 
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（10点） 

※9-2は加点項目 
9-2 

(※) 

・応募団体は、市内中小企業等（次の①～③）であるか。 

①市内中小企業 

②中小企業等協同組合法第３条に規定する事業協同組合、事業協同小組合

及び信用協同組合のうち、市内に住所を有する者 

③地域住民を主体とした施設の管理運営等のために地域住民を中心に設立

された団体 

※②の場合は、代表団体が市内中小企業等であること（0点・5点） 

 

６ 応募団体の制限の確認 

  公募要項に定める「応募者の資格」を満たしていること、「欠格事項」「応募者の失格」につい

て、該当のないことを確認しました。 

 

７ 応募団体 

  一般社団法人緑区区民利用施設協会 

   

８ 選定結果 

  選定委員会において厳正な審査を行った結果、「一般社団法人緑区区民利用施設協会」を指定候

補者として選定しました。 

順位 団体名 点数 

指定候補者 一般社団法人緑区区民利用施設協会 517点 

 

９ 審査採点結果 

 

評価基準項目 配 点 
指定 

候補者 

１ 基本条件の理解度 
10点×5人 

＝50点 
37点 

２ 公平性 
10点×5人 

＝50点 
32点 

３ 安定性・安全性 
35点×5人 

＝175点 
113点 

４ 運営の実施効果 
20点×5人 

＝100点 
68点 

５ 利用者ニーズの把握、 

利用者サービス向上の取組 

20点×5人 

＝100点 
64点 

６ 効果的な自主事業展開 
20点×5人 

＝100点 
65点 

７ 効率性 
25点×5人 

＝125点 
83点 

８ 積極性、意欲 
10点×5人 

＝50点 
35点 

9-1 団体の資質・実績 
5点×5人 

＝25点 
20点 

項目１から 9-1までの計 
155点×5人 

＝775点 
517点 

9-2 団体の資質・実績(加点項目) 5点×5人 0点 
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＝25点 

合 計 
160点×5人 

＝800点 
517点 

※委員ごとの点数内訳は、別紙「たかたコミュニティハウス第１期指定管理者審査採点表」

のとおり 

 

 

10 審査講評 

新規開館で指定管理１期目かつ、単独の応募だったため手探りの中での審査採点となりまし

た。提案書類は手堅い印象を受けましたが、プレゼンテーションとかみ合わない部分も一部見受

けられました。初回のスタートアップという点で、２期目で継続の５年ではポジションも安定し

て、ゆっくり高めていくプランでも良いと思いますが、最初の５年ということで、もう少し内容

を絞り込むことや、下準備から盛り上げて良い軌道に乗せるというところをもう少し示すと、な

お良かったのではないでしょうか。 

一方で、団体自身が他区で手堅い実績を残していることも確かなので、ノウハウを使いながら

５年後の第２期に至るまでに、たかたコミュニティハウスをしっかりと盛り上げていくことを強

く願っています。たかたコミュニティハウスが完成し、来年からの５年間で施設の魅力やサービ

スが向上するように、団体には管理運営を期待します。 

 

 

 

 



取扱注意

配点 委員Ａ 委員Ｂ 委員Ｃ 委員Ｄ 委員Ｅ 合計

１
基本条件の理解度
（10点）

10点 8 6 7 8 8 37

２
公平性
（10点）

10点 8 4 4 8 8 32

３
安定性・安全性
（35点）

35点 22 20 15 28 28 113

４
運営の実施効果
（20点）

20点 14 9 13 16 16 68

５
利用者ニーズの把握、利用者
サービス向上の取組
（20点）

20点 12 10 10 16 16 64

６
効果的な自主事業展開
（20点）

20点 12 9 13 15 16 65

７
効率性
（25点）

25点 16 15 15 17 20 83

８
積極性、意欲
（10点）

10点 7 6 6 8 8 35

＜項目9-1＞
5点

5 3 4 4 4 20

項目１から9-1
小計（155点） 104 82 87 120 124 517

＜項目9-2＞
5点

0 0 0 0 0 0

104 82 87 120 124 517

＜別紙＞

たかたコミュニティハウス第１期指定管理者審査採点表

合計　（委員一人あたりの配点合計160点）

項目

９

団体の資質・実績
（10点）

※項目9-2は加点項目

一般社団法人緑区区民利用施設協会
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